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八王子市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

八王子市議会委員会条例（昭和４３年八王子市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定

数及びその所管） 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定

数及びその所管） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 都市環境委員会 １０人 

環境部、都市計画部、拠点整備部、まちな

み整備部及び道路交通部に関する事項 

(４) 都市環境委員会 １０人 

環境部、資源循環部、水循環部、都市計画

部、拠点整備部、まちなみ整備部及び道路交

通部に関する事項 

  

 

  附 則 

 この条例は、令和７年８月12日から施行する。 

 

 



 

提案理由 

 

令和７年（2025年）８月からの市組織体制の変更に伴い、「八王子市議会委員会条例」第２条第２項

第４号の一部所管部名を変更する「八王子市議会委員会条例」の一部の改正を提案する。 

 

 


